
平成２０年５月２６日

制度改正（業務範囲の拡大）後の第３種旅行業の状況について
～ 平成１９年５月の制度改正から１年が経過しました ～

近年、日本人の旅行スタイルが、従来の「通過型」「団体型」から「体験・交流

型」「個人型」の旅行へと転換している状況の中、「観光立国」の実現に向けた観

光需要の拡大のため、こうした旅行者ニーズの多様化、高度化に対応した地域密

着型の旅行商品の創出への取り組み強化が求められています。

このため、国土交通省では、昨年５月１２日、地域の観光資源を熟知した地元

の中小観光事業者による旅行商品の創出を促進する観点から、こうした中小観光

事業者が企画旅行の造成・募集を行いやすくするべく、一定条件下で第三種旅行

業務の範囲の変更を行いました。（別紙参照）

九州における制度改正の活用事例としては、（社）唐津観光協会が、昨年７月の

登録以降、「夏休み体験ツアー」や「和菓子体験ツアー」など１０を超える旅行商

品を造成し、1,000名以上の観光客を地域に呼び込みました。また、同じく８月

に登録した（社）平戸観光協会では、「平戸ひらめ祭り」や「平戸冬旅（エコウォ

ーク）」に5,000名以上の集客を行っています。

制度改正後１年が経過しましたが、今後ますます地域独自の魅力を活かした旅

行商品の創出が促進され、地域の観光振興により大きく貢献していくことが期待

されます。

なお、九州運輸局管内では、制度改正後１年間で、新たに３４社が第３種旅行

業の登録を受けています。

【問い合わせ先】

九州運輸局企画観光部観光地域振興課

（担当）押井、江藤、麦谷

（電話）０９２－４７２－２９２０

Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 国土交通省九州運輸局



営業所の存する市町村
（黒塗り部分）

営業所の存する市町村
に隣接する市町村

（斜線部分）

※ 催行可能な区域のイメージ（黒塗り部分及び斜線部分）

・ 企画旅行の造成・募集を行うためには、 第１種又は第２種
の旅行業の登録が必要

第３種旅行業者も、次の条件の下で企画旅行の造成・実施が可能。
・催行区域の限定：

営業所の存する市町村及びこれに隣接する市町村 の区域内
に限定

・当日払い：
旅行代金は、申込金（20％以内）を除き、旅行開始日より前の

収受は行わないこと

改正前

少なくとも営業保証金1100万円、基準資産７００万円が必要

改正後

営業保証金３００万円、基準資産３００万円で参入が可能に。

３００万円３００万円○○××第３種

７００万円１１００万円○○○×第２種

３０００万円７０００万円○○○○第１種
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主な登録要件業務範囲

（参考）改正前の旅行業者の業務範囲等

中小観光事業者の参入が困難

第第33種旅行業の制度改正・推移について種旅行業の制度改正・推移について 別 紙

◇九州運輸局管内の県別旅行業者数

◇制度改正の概要（平成19年5月12日改正）

事業者数 改正後登録件数（内数）

福 岡 22 59 208 19 289
佐 賀 1 8 18 5 27
長 崎 6 20 23 2 49
熊 本 5 41 49 3 95
大 分 3 24 24 1 51
宮 崎 2 27 37 1 66
鹿 児 島 8 44 48 3 100

計 47 223 407 34 677
第1種、第2種は平成20年4月1日現在、第3種は平成20年5月11日現在。
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